
訴 状

収入

印紙
（１万３０００円）

平成２３年Ｘ月Ｘ日

横浜地方裁判所　相模原支部　御中

原 告　　　宮 部 龍 彦

〒■■■－■■■■　■■■■■■■■■■■■■■■■■　■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（電話 ■■■－■■■■－■■■■）
（ＦＡＸ■■■－■■■－■■■■）

原 告　　　宮 部 龍 彦

〒１００－８９７７　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

被 告　　　国

上 記 代 表 者 法 務 大 臣　　　平 岡 秀 夫

処 分 行 政 庁　　　大 阪 法 務 局 長

　　　石 井 寛 明

保有個人情報部分開示処分取消等請求事件

訴訟物の価格 　　　１６０万円
ちょう用印紙額 １万３０００円

第１ 請求の趣旨

１ 大阪法務局長が，平成２３年３月１８日付けで原告に対してした保有個人情

報一部開示決定処分のうち，大阪法務局が調査を行った結果得られた証拠（以

降を「本件情報」という）の内容を非公開とした部分（以降「本件処分」とい

う）を取り消せ。

２ 大阪法務局長は，本件情報の開示決定をせよ。

３ 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。
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第２ 請求の原因

１ 当事者等

原 告 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト 「 鳥 取 ル ー プ 」 （ ア ド レ ス

http://tottoriloop.miya.be/)の運営者である。

２ 事実経過

(1) 原告は平成２２年２月１５日、鳥取ループ（当時のアドレスは

http://tottoriloop.blog35.fc2.com/)に、「大阪市の外郭団体が大阪市

の同和地区一覧を出版していたのだから、同和地区の場所を調査・報告

することを禁ずる大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条

例はざる法だ」という趣旨の論評を掲載した（甲１号証の１）。同様

に、同月２０日には、「大阪市北区の中津と舟場は昔は同和地区であっ

たが、現在では名実ともに同和地区としての扱いをされていない」とい

う趣旨の論評を掲載した（甲１号証の２）。

(2) 平成２２年４月２１日、ブログ運営会社（ＦＣ２）から、前述の２つ

の記事が引用している大阪市の同和地区の場所を示す資料（甲２号証の

１、甲３号証の１）を削除するように大阪法務局から要請されたと原告

に連絡があった。原告は即日、大阪法務局に対して要請を拒否した。

(3) 原告は大阪法務局長に対し，行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（以降、「法」という）第１３条第１項の規定により，平成２

３年１月１１日付で，「インターネットサイト「鳥取ループ」に対する

削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和地区に関するも

の）」（以降、「本件文書」という）の開示を請求（以降、「本件請

求」という）した（甲４号証　保有個人情報開示請求書）。

(4) 大阪法務局長は本件請求に対し，法第１８条第１項の規定により，平

成２３年３月１８日付で，本件文書の開示を決定したが、法第１４条第

２号本文、法第１４条第７号柱書きの規定により本件情報を含む一部の

情報を不開示とした（甲５号証　保有個人情報の開示をする旨の決定に
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ついて）（甲６号証　部分開示された文書）。

(5) 原告は法務大臣に対し，行政不服審査法第５条の規定により，平成２

３年４月１１日付で本件処分を不服として審査請求（以降「本件審査請

求」という）をした（甲７号証　審査請求書）。

(6) 法務大臣は，法第４２条の規定により，平成２３年５月１２日付で本

件審査請求を情報公開・個人情報保護審査会に諮問した（甲８号証　情

報公開・個人情報保護審査会への諮問について、甲９号証　理由説明

書、甲１０号証　意見書）。

(7) 情報公開・個人情報保護審査会は法務大臣に対し，平成２３年１０月

３日付で，本件処分を取消し，本件情報を開示すべきである旨を答申し

た（甲１１号証　平成２３年度（行個）答申第１０２号）。

(8) 法務大臣は，平成２３年１２月１日付で本件審査請求を棄却する決定

をした（甲１２号証　裁決書）。

３ 法第１４条第２号への非該当性

本件情報は大阪市内の同和地区の場所を示したものであるが，それ自体から

特定個人の氏名等特定の個人を識別できる情報は記載されていない。また，本

件情報は社団法人大阪市人権協会（旧社団法人大阪市同和事業促進協議会）に

よって出版されたものであり、国立国会図書館において誰でも閲覧できる（甲

２号証の２、甲３号証の２）。

従って，本件情報を公にしても個人の権利利益を害するおそれはなく，法第

１４条第２号には該当しない。

４ 法１４条７号柱書きへの非該当性

法務大臣は本件情報を開示することにより大阪法務局の調査手法を明らかに

してしまう旨を説明するが（甲１２号証４，５ページ）、本件請求は，法に基

づく保有個人情報の開示請求であり、原告に対する個別的な開示を求めたもの

である。本件情報は，原告が鳥取ループに掲載し、削除要請の対象になった情

報を印刷して得られたものであるから、既に原告が知り得ているものである。
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また、法務大臣は本件情報は差別を助長するおそれのある情報（甲１２号証

５ページ）とし、人権擁護機関の取組と相反するものと説明するが、本件情報

は部落差別解消を目的とした事業者団体が、その事業の１つとして出版したも

のであって、原告も批判的ではあれど、必要な範囲で引用し、正当な論評を

行ったものであるから、差別を助長するおそれのある情報という評価は失当で

ある。現に中津、舟場という２つの同和地区が消滅した過程が記されており、

部落差別解消のための道筋を知るための貴重な資料である。

実際のところ、処分庁が本件情報が差別を助長するおそれのある情報ではな

いと認めることは、処分庁が人権侵犯事件を誤って認定したことを認めるに等

しいため、処分庁は面子の問題により不開示としているだけである。

従って，本件情報を開示することにより，人権侵犯事件の調査処理に係る職

員による事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはなく，法１４条７号柱書き

の不開示情報には該当しない。

第３ 結語

以上のとおり，本件処分は違法である。また，法第６条柱書きは保有個人情報の

原則公開を義務付けているので，本件情報は公開されなければならない。

よって，請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

証 拠 方 法

１ 別紙証拠説明書のとおり

付 属 書 類

１ 訴状副本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通

２ 証拠説明書（正本／副本）　　　　　　　　　　各１通

３ 甲第１号証ないし第１２号証（正本／副本）　　　各１通
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証 拠 説 明 書

平成２３年Ｘ月Ｘ日

横浜地方裁判所　相模原支部　御中

原 告　　　宮 部 龍 彦

号 証標 目原本/写し作成年月日作 成 者立 証 趣 旨

甲１の１

「大阪府部落差
別事象に係る調
査等の規制等に
関する条例」は
「ざる法」

写し H22.2.15 原告
原告が鳥取ループに掲
載した記事の内容。

甲１の２
大阪市の消滅し
た同和地区（中
津・舟場）

写し H22.2.20 原告
原告が鳥取ループに掲
載した記事の内容。

甲２の１
「５０年のあゆ
み」引用部分

写し H15.3
社団法人大
阪市人権協
会

処分庁が削除要請した
情報。

甲２の２
「５０年のあゆ
み」所蔵詳細

写し H23.12.29
国立国会図
書館

甲２の１の図書を国立
国会図書館で利用でき
ること。

甲３の１
「１０年の歩
み」引用部分

写し S38

社団法人大
阪市同和事
業促進協議
会

処分庁が削除要請した
情報。

甲３の２
「１０年の歩
み」所蔵詳細

写し H23.12.29
国立国会図
書館

甲３の１の図書を国立
国会図書館で利用でき
ること。

甲４
保有個人情報開
示請求書

写し H23.1.11 原告
原告が大阪法務局長に
対し保有個人情報開示
請求を行ったこと。

甲５
保有個人情報の
開示をする旨の
決定について

写し H23.3.18 処分庁
大阪法務局長が本件処
分を行ったこと。

甲６
部分開示された
文書

写し H23.3.28 処分庁
部分開示された文書の
内容。

甲７ 審査請求書 写し H23.4.11 原告
原告が法務大臣に対し
て審査請求を行ったこ
と。
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号 証標 目原本/写し作成年月日作 成 者立 証 趣 旨

甲８

情報公開・個人
情報保護審査会
への諮問につい
て

写し H23.5.12 法務大臣
本件審査請求が情報公
開・個人情報保護審査
会に諮問されたこと。

甲９ 理由説明書 写し H23.5.24 法務大臣

法務大臣が情報公開・
個人情報保護審査会に
提出した理由説明書の
内容。

甲１０ 意見書 写し H23.5.30 原告

原告が情報公開・個人
情報保護審査会に提出
した理由説明書の内
容。

甲１１
平成２３年度
（行個）答申第
１０２号

写し H23.10.3
情報公開・
個人情報保
護審査会

本件審査請求に係る情
報公開・個人情報保護
審査会の答申内容

甲１２ 裁決書 写し H23.12.1 法務大臣

情報公開・個人情報保
護審査会の答申に反し
て法務大臣が本件情報
を開示しない旨の採決
をしたこと。
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訴状


 


		収入
印紙		（１万３０００円）




平成２３年Ｘ月Ｘ日

横浜地方裁判所　相模原支部　御中

		原告		　　　		宮部龍彦







		〒■■■－■■■■　■■■■■■■■■■■■■■■■■　■■■■

		■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




		（電話		■■■－■■■■－■■■■）

		（ＦＡＸ		■■■－■■■－■■■■）




		原告		　　　		宮部龍彦




		〒１００－８９７７　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号




		被告		　　　		国

		上記代表者法務大臣		　　　		平岡秀夫

		処分行政庁		　　　		大阪法務局長

				　　　		石井寛明




保有個人情報部分開示処分取消等請求事件

		訴訟物の価格		　　　		１６０万円

		ちょう用印紙額				１万３０００円







請求の趣旨


		
大阪法務局長が，平成２３年３月１８日付けで原告に対してした保有個人情報一部開示決定処分のうち，大阪法務局が調査を行った結果得られた証拠（以降を「本件情報」という）の内容を非公開とした部分（以降「本件処分」という）を取り消せ。




		
大阪法務局長は，本件情報の開示決定をせよ。




		
訴訟費用は被告の負担とする。


との判決を求める。







請求の原因


		
当事者等
原告は、インターネットサイト「鳥取ループ」（アドレス http://tottoriloop.miya.be/)の運営者である。




		
事実経過




		
原告は平成２２年２月１５日、鳥取ループ（当時のアドレスは http://tottoriloop.blog35.fc2.com/)に、「大阪市の外郭団体が大阪市の同和地区一覧を出版していたのだから、同和地区の場所を調査・報告することを禁ずる大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例はざる法だ」という趣旨の論評を掲載した（甲１号証の１）。同様に、同月２０日には、「大阪市北区の中津と舟場は昔は同和地区であったが、現在では名実ともに同和地区としての扱いをされていない」という趣旨の論評を掲載した（甲１号証の２）。




		
平成２２年４月２１日、ブログ運営会社（ＦＣ２）から、前述の２つの記事が引用している大阪市の同和地区の場所を示す資料（甲２号証の１、甲３号証の１）を削除するように大阪法務局から要請されたと原告に連絡があった。原告は即日、大阪法務局に対して要請を拒否した。




		
原告は大阪法務局長に対し，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以降、「法」という）第１３条第１項の規定により，平成２３年１月１１日付で，「インターネットサイト「鳥取ループ」に対する削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和地区に関するもの）」（以降、「本件文書」という）の開示を請求（以降、「本件請求」という）した（甲４号証　保有個人情報開示請求書）。




		
大阪法務局長は本件請求に対し，法第１８条第１項の規定により，平成２３年３月１８日付で，本件文書の開示を決定したが、法第１４条第２号本文、法第１４条第７号柱書きの規定により本件情報を含む一部の情報を不開示とした（甲５号証　保有個人情報の開示をする旨の決定について）（甲６号証　部分開示された文書）。




		
原告は法務大臣に対し，行政不服審査法第５条の規定により，平成２３年４月１１日付で本件処分を不服として審査請求（以降「本件審査請求」という）をした（甲７号証　審査請求書）。




		
法務大臣は，法第４２条の規定により，平成２３年５月１２日付で本件審査請求を情報公開・個人情報保護審査会に諮問した（甲８号証　情報公開・個人情報保護審査会への諮問について、甲９号証　理由説明書、甲１０号証　意見書）。




		
情報公開・個人情報保護審査会は法務大臣に対し，平成２３年１０月３日付で，本件処分を取消し，本件情報を開示すべきである旨を答申した（甲１１号証　平成２３年度（行個）答申第１０２号）。




		
法務大臣は，平成２３年１２月１日付で本件審査請求を棄却する決定をした（甲１２号証　裁決書）。







		
法第１４条第２号への非該当性
本件情報は大阪市内の同和地区の場所を示したものであるが，それ自体から特定個人の氏名等特定の個人を識別できる情報は記載されていない。また，本件情報は社団法人大阪市人権協会（旧社団法人大阪市同和事業促進協議会）によって出版されたものであり、国立国会図書館において誰でも閲覧できる（甲２号証の２、甲３号証の２）。


従って，本件情報を公にしても個人の権利利益を害するおそれはなく，法第１４条第２号には該当しない。




		
法１４条７号柱書きへの非該当性
法務大臣は本件情報を開示することにより大阪法務局の調査手法を明らかにしてしまう旨を説明するが（甲１２号証４，５ページ）、本件請求は，法に基づく保有個人情報の開示請求であり、原告に対する個別的な開示を求めたものである。本件情報は，原告が鳥取ループに掲載し、削除要請の対象になった情報を印刷して得られたものであるから、既に原告が知り得ているものである。


また、法務大臣は本件情報は差別を助長するおそれのある情報（甲１２号証５ページ）とし、人権擁護機関の取組と相反するものと説明するが、本件情報は部落差別解消を目的とした事業者団体が、その事業の１つとして出版したものであって、原告も批判的ではあれど、必要な範囲で引用し、正当な論評を行ったものであるから、差別を助長するおそれのある情報という評価は失当である。現に中津、舟場という２つの同和地区が消滅した過程が記されており、部落差別解消のための道筋を知るための貴重な資料である。


実際のところ、処分庁が本件情報が差別を助長するおそれのある情報ではないと認めることは、処分庁が人権侵犯事件を誤って認定したことを認めるに等しいため、処分庁は面子の問題により不開示としているだけである。


従って，本件情報を開示することにより，人権侵犯事件の調査処理に係る職員による事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはなく，法１４条７号柱書きの不開示情報には該当しない。






結語


以上のとおり，本件処分は違法である。また，法第６条柱書きは保有個人情報の原則公開を義務付けているので，本件情報は公開されなければならない。


よって，請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。


証拠方法


		
別紙証拠説明書のとおり







付属書類


		
訴状副本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通




		
証拠説明書（正本／副本）　　　　　　　　　　各１通




		
甲第１号証ないし第１２号証（正本／副本）　　　各１通











証拠説明書






平成２３年Ｘ月Ｘ日

横浜地方裁判所　相模原支部　御中

		原告		　　　		宮部龍彦







		号証		標目		原本/写し		作成年月日		作成者		立証趣旨

		甲１の１		「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は「ざる法」		写し		H22.2.15		原告		原告が鳥取ループに掲載した記事の内容。

		甲１の２		大阪市の消滅した同和地区（中津・舟場）		写し		H22.2.20		原告		原告が鳥取ループに掲載した記事の内容。

		甲２の１		「５０年のあゆみ」引用部分		写し		H15.3		社団法人大阪市人権協会		処分庁が削除要請した情報。

		甲２の２		「５０年のあゆみ」所蔵詳細		写し		H23.12.29		国立国会図書館		甲２の１の図書を国立国会図書館で利用できること。

		甲３の１		「１０年の歩み」引用部分		写し		S38		社団法人大阪市同和事業促進協議会		処分庁が削除要請した情報。

		甲３の２		「１０年の歩み」所蔵詳細		写し		H23.12.29		国立国会図書館		甲３の１の図書を国立国会図書館で利用できること。

		甲４		保有個人情報開示請求書		写し		H23.1.11		原告		原告が大阪法務局長に対し保有個人情報開示請求を行ったこと。

		甲５		保有個人情報の開示をする旨の決定について		写し		H23.3.18		処分庁		大阪法務局長が本件処分を行ったこと。

		甲６		部分開示された文書		写し		H23.3.28		処分庁		部分開示された文書の内容。

		甲７		審査請求書		写し		H23.4.11		原告		原告が法務大臣に対して審査請求を行ったこと。

		甲８		情報公開・個人情報保護審査会への諮問について		写し		H23.5.12		法務大臣		本件審査請求が情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたこと。

		甲９		理由説明書		写し		H23.5.24		法務大臣		法務大臣が情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容。

		甲１０		意見書		写し		H23.5.30		原告		原告が情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容。

		甲１１		平成２３年度（行個）答申第１０２号		写し		H23.10.3		情報公開・個人情報保護審査会		本件審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会の答申内容

		甲１２		裁決書		写し		H23.12.1		法務大臣		情報公開・個人情報保護審査会の答申に反して法務大臣が本件情報を開示しない旨の採決をしたこと。







=訴状
[.ページ番号; ]
:収入<br>印紙:（１万３０００円）:

>;平成２３年Ｘ月Ｘ日
;横浜地方裁判所　相模原支部　御中
>:.固定幅 両合わせ;原告:　　　:[.固定幅 両合わせ;宮部龍彦]:
;
:〒■■■－■■■■　■■■■■■■■■■■■■■■■■　■■■■:
:.右;■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:
>:.左;（電話:.左;■■■－■■■■－■■■■）:
>:.左;（ＦＡＸ:.左;■■■－■■■－■■■■）:
>:.固定幅 両合わせ;原告:　　　:[.固定幅 両合わせ;宮部龍彦]:

:〒１００－８９７７　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号:
>:.固定幅 両合わせ;被告:　　　:[.固定幅 両合わせ;国]:
>:.固定幅 両合わせ;上記代表者法務大臣:　　　:[.固定幅 両合わせ;平岡秀夫]:
>:.固定幅 両合わせ;処分行政庁:　　　:[.固定幅 両合わせ;大阪法務局長]:
>:.固定幅 両合わせ;:　　　:[.固定幅 両合わせ;石井寛明]:

;保有個人情報部分開示処分取消等請求事件
:訴訟物の価格:　　　:１６０万円:
:ちょう用印紙額::１万３０００円:
;
==請求の趣旨
*
大阪法務局長が，平成２３年３月１８日付けで原告に対してした保有個人情報一部開示決定処分のうち，大阪法務局が調査を行った結果得られた証拠（以降を「本件情報」という）の内容を非公開とした部分（以降「本件処分」という）を取り消せ。
*
大阪法務局長は，本件情報の開示決定をせよ。
*
訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

==請求の原因
*当事者等
原告は、インターネットサイト「鳥取ループ」（アドレス http://tottoriloop.miya.be/)の運営者である。

*事実経過
**
原告は平成２２年２月１５日、鳥取ループ（当時のアドレスは http://tottoriloop.blog35.fc2.com/)に、「大阪市の外郭団体が大阪市の同和地区一覧を出版していたのだから、同和地区の場所を調査・報告することを禁ずる大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例はざる法だ」という趣旨の論評を掲載した（甲１号証の１）。同様に、同月２０日には、「大阪市北区の中津と舟場は昔は同和地区であったが、現在では名実ともに同和地区としての扱いをされていない」という趣旨の論評を掲載した（甲１号証の２）。

**
平成２２年４月２１日、ブログ運営会社（ＦＣ２）から、前述の２つの記事が引用している大阪市の同和地区の場所を示す資料（甲２号証の１、甲３号証の１）を削除するように大阪法務局から要請されたと原告に連絡があった。原告は即日、大阪法務局に対して要請を拒否した。

**
原告は大阪法務局長に対し，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以降、「法」という）第１３条第１項の規定により，平成２３年１月１１日付で，「インターネットサイト「鳥取ループ」に対する削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和地区に関するもの）」（以降、「本件文書」という）の開示を請求（以降、「本件請求」という）した（甲４号証　保有個人情報開示請求書）。

**
大阪法務局長は本件請求に対し，法第１８条第１項の規定により，平成２３年３月１８日付で，本件文書の開示を決定したが、法第１４条第２号本文、法第１４条第７号柱書きの規定により本件情報を含む一部の情報を不開示とした（甲５号証　保有個人情報の開示をする旨の決定について）（甲６号証　部分開示された文書）。

**
原告は法務大臣に対し，行政不服審査法第５条の規定により，平成２３年４月１１日付で本件処分を不服として審査請求（以降「本件審査請求」という）をした（甲７号証　審査請求書）。

**
法務大臣は，法第４２条の規定により，平成２３年５月１２日付で本件審査請求を情報公開・個人情報保護審査会に諮問した（甲８号証　情報公開・個人情報保護審査会への諮問について、甲９号証　理由説明書、甲１０号証　意見書）。

**
情報公開・個人情報保護審査会は法務大臣に対し，平成２３年１０月３日付で，本件処分を取消し，本件情報を開示すべきである旨を答申した（甲１１号証　平成２３年度（行個）答申第１０２号）。

**
法務大臣は，平成２３年１２月１日付で本件審査請求を棄却する決定をした（甲１２号証　裁決書）。

*法第１４条第２号への非該当性
本件情報は大阪市内の同和地区の場所を示したものであるが，それ自体から特定個人の氏名等特定の個人を識別できる情報は記載されていない。また，本件情報は社団法人大阪市人権協会（旧社団法人大阪市同和事業促進協議会）によって出版されたものであり、国立国会図書館において誰でも閲覧できる（甲２号証の２、甲３号証の２）。

従って，本件情報を公にしても個人の権利利益を害するおそれはなく，法第１４条第２号には該当しない。

*法１４条７号柱書きへの非該当性
法務大臣は本件情報を開示することにより大阪法務局の調査手法を明らかにしてしまう旨を説明するが（甲１２号証４，５ページ）、本件請求は，法に基づく保有個人情報の開示請求であり、原告に対する個別的な開示を求めたものである。本件情報は，原告が鳥取ループに掲載し、削除要請の対象になった情報を印刷して得られたものであるから、既に原告が知り得ているものである。

また、法務大臣は本件情報は差別を助長するおそれのある情報（甲１２号証５ページ）とし、人権擁護機関の取組と相反するものと説明するが、本件情報は部落差別解消を目的とした事業者団体が、その事業の１つとして出版したものであって、原告も批判的ではあれど、必要な範囲で引用し、正当な論評を行ったものであるから、差別を助長するおそれのある情報という評価は失当である。現に中津、舟場という２つの同和地区が消滅した過程が記されており、部落差別解消のための道筋を知るための貴重な資料である。

実際のところ、処分庁が本件情報が差別を助長するおそれのある情報ではないと認めることは、処分庁が人権侵犯事件を誤って認定したことを認めるに等しいため、処分庁は面子の問題により不開示としているだけである。

従って，本件情報を開示することにより，人権侵犯事件の調査処理に係る職員による事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはなく，法１４条７号柱書きの不開示情報には該当しない。

==結語
以上のとおり，本件処分は違法である。また，法第６条柱書きは保有個人情報の原則公開を義務付けているので，本件情報は公開されなければならない。

よって，請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

=証拠方法
*
別紙証拠説明書のとおり

=付属書類
*
訴状副本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
*
証拠説明書（正本／副本）　　　　　　　　　　各１通
*
甲第１号証ないし第１２号証（正本／副本）　　　各１通

<div style="page-break-after: always;"></div>
=証拠説明書
<div style="counter-reset: page 1;"></div>
>;平成２３年Ｘ月Ｘ日
;横浜地方裁判所　相模原支部　御中
>:.固定幅 両合わせ;原告:　　　:[.固定幅 両合わせ;宮部龍彦]:
;

|.改行禁止 両合わせ;号証|.改行禁止 両合わせ;標目|.改行禁止 両合わせ;原本/写し|.改行禁止 両合わせ;作成年月日|.改行禁止 両合わせ;作成者|.改行禁止 両合わせ;立証趣旨|*
|.改行禁止;甲１の１|「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は「ざる法」|写し|.改行禁止;H22.2.15|原告|原告が鳥取ループに掲載した記事の内容。|
|.改行禁止;甲１の２|大阪市の消滅した同和地区（中津・舟場）|写し|.改行禁止;H22.2.20|原告|原告が鳥取ループに掲載した記事の内容。|
|.改行禁止;甲２の１|「５０年のあゆみ」引用部分|写し|.改行禁止;H15.3|社団法人大阪市人権協会|処分庁が削除要請した情報。|
|.改行禁止;甲２の２|「５０年のあゆみ」所蔵詳細|写し|.改行禁止;H23.12.29|国立国会図書館|甲２の１の図書を国立国会図書館で利用できること。|
|.改行禁止;甲３の１|「１０年の歩み」引用部分|写し|.改行禁止;S38|社団法人大阪市同和事業促進協議会|処分庁が削除要請した情報。|
|.改行禁止;甲３の２|「１０年の歩み」所蔵詳細|写し|.改行禁止;H23.12.29|国立国会図書館|甲３の１の図書を国立国会図書館で利用できること。|
|.改行禁止;甲４|保有個人情報開示請求書|写し|.改行禁止;H23.1.11|原告|原告が大阪法務局長に対し保有個人情報開示請求を行ったこと。|
|.改行禁止;甲５|保有個人情報の開示をする旨の決定について|写し|.改行禁止;H23.3.18|処分庁|大阪法務局長が本件処分を行ったこと。|
|.改行禁止;甲６|部分開示された文書|写し|.改行禁止;H23.3.28|処分庁|部分開示された文書の内容。|
|.改行禁止;甲７|審査請求書|写し|.改行禁止;H23.4.11|原告|原告が法務大臣に対して審査請求を行ったこと。|
|.改行禁止;甲８|情報公開・個人情報保護審査会への諮問について|写し|.改行禁止;H23.5.12|法務大臣|本件審査請求が情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたこと。|
|.改行禁止;甲９|理由説明書|写し|.改行禁止;H23.5.24|法務大臣|法務大臣が情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容。|
|.改行禁止;甲１０|意見書|写し|.改行禁止;H23.5.30|原告|原告が情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容。|
|.改行禁止;甲１１|平成２３年度（行個）答申第１０２号|写し|.改行禁止;H23.10.3|情報公開・個人情報保護審査会|本件審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会の答申内容|
|.改行禁止;甲１２|裁決書|写し|.改行禁止;H23.12.1|法務大臣|情報公開・個人情報保護審査会の答申に反して法務大臣が本件情報を開示しない旨の採決をしたこと。|
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